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【公共施設等使用料】 

公共施設等使用料については、現時点では「商業・にぎわいゾーン（カフェ、

直売所）：売上高の 1.8%以下」「再生可能エネルギー事業（系統用蓄電池、EV チ

ャージャー）：売上高の 2.0%以下」を想定しております。 

ただし、事業の性質等を踏まえ、期間を区切った段階的な減額の可能性がある

ほか、売上高に対する比率等も含めて軽微な調整の可能性がある点にはご留意

ください。 

なお、最終的には山江村有財産審議会の諮問を踏まえ決定することになりま

すので、その旨ご承知おき下さい。 

 

【太陽光発電設備】 

 次に、太陽光発電設備に係る各施設の想定容量及び年間自家消費量は下記の

とおりです。 

 


